
市に住民票がある方
かた

で、市がこの事業の対象として決定した対象施設等をお

おむね１日４時間以上８時間未満、週５日以上及び年間３９週以上利用している

満３歳以上の児童の保護者 

・子育てのための施設等利用（＝幼児教育・保育の無償化）の給付を受けてい

る児童又は受ける予定のある児童 

・保育所、幼稚園及び認定こども園を利用している児童 

・企業主導型保育事業施設を利用している児童 

満３歳以上の小学校就学前の幼児を対象として集団活動を提供している施

設又は事業者のうち、市がこの事業の対象として決定した施設等 

＊利用者がこの事業による給付を受けるためには、多様な集団活動を提供し

ている施設等の実施者が、本事業の対象施設等となることを府中市に申請

し、対象施設等として決定を受けている必要があります。 

認可の保育所・幼稚園ではない認可外保育施設等の中で、幼児教育・保育

の無償化又は認可外保育施設等利用者保育料助成金のどちらにも対象となっ

ていない児童を預かっている施設が市の基準を満たすことができればその児童

の保育料を一部補助するという事業です！ 

 

府中市子ども家庭部保育支援課発行  ２０２３.３  №７３ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補 助 額】 児童１人当たり２０，０００円（月額） 

＊助成金の額が実際に納付した保育料の額を超えるときは、当該保育料の額を 

限度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは 

府中市トップページ＞子育て・教育＞出産・子育て＞保育所・保育園＞ 

府中市多様な集団活動事業利用料助成金 検索 

ご相談は 

   【助 成 金】 保育支援課認定給付係 電話：042-335-4172 

   【施設の審査】 保育支援課支援計画係 電話：042-335-4490 

保育コンシェルジュ号 

 今号では令和４年度から新たに事業を開始した「府中市多様な集団活動事業

利用料助成金」についてお知らせします。また、お子さまの年齢が令和５年４月

１日時点で３～５歳の場合に、利用する施設の種類別に受けられる補助につい

てお知らせします。 

府中市多様な集団活動事業利用料助成金 

市では、多様な集団活動事業を利用する児童の保護者の負担を軽減する

ため、対象施設の利用料の一部を助成しています。 

なお、この「府中市多様な集団活動事業利用料助成金」については、令和

４年度版子育てのたまて箱４８㌻に「幼児教育・保育の無償化の給付を受けて

いない方
かた

への助成について」と記載されている内容と同一のものです。 

対象者 

対象とならない児童 

対象施設等 

要約すると 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育コンシェルジュが、保育サービスの情報提供をしています。 

お気軽にご相談ください。 
相談日時：月曜日～金曜日（土日祝日を除く。）午前９時～正午、午後１時～午後４時 

場所：府中市役所東庁舎５階保育支援課  電話 042（335）4172 

（注）不在の場合や、他の方の対応等でお待ちいただく場合があります。 

 

 

 

 

お子さまの年齢が（令和５年４月１日時点）３～５歳の場合、お子さまが利用する施設によってどのような補助があるのかな？ 

幼稚園（＊１） 保育所 

認定こども園 

保育料は無償 

 

◎給食費（副食費）はお

支払いただく必要があ

ります。 

 

次の対象となる方
かた

は副食

費の支払いが免除となり

ます。 

 

●全ての世帯の第３子以 

降の児童（同一世帯で

の小学校就学前の児

童数で算定します。） 

 

●年収３６０万円未満相

当世帯（市民税所得

割額５７，７００円未満

の世帯及びひとり親世

帯又は同一世帯に障

害者がいる世帯にお

いては、市民税所得

割額７７，１０１円未満

の世帯）の児童 

認可外保育施設等（＊７） 
左記の幼稚園、保

育所、認定こども

園及び認可外保

育施設等に該当し

ない多様な集団活

動を提供している

施設等 

府中市多様な集団活

動事業利用料助成金 

児童一人当たりの 

月額補助額 

２０，０００円 

 

満３歳以上の小学校

就学前の幼児を対象と

して集団活動を提供し

ている施設又は事業

者のうち、市がこの事

業の対象とした施設

が、府中市多様な集団

活動事業利用料助成

金の対象となります。 

（表面参照） 

＊１. 幼稚園については、３歳になった日から幼児教育・保育の無償化の対象となります。 

＊２. 幼稚園が新制度移行園か新制度未移行園か分からない場合は、保育支援課までお問合せください。 

＊３. 私立幼稚園に児童が入園した時点で、府中市に住民票があり入園料を納付している保護者が対象となります。 

＊４. 以下「無償化」といいます。 

＊５. 「保育の必要性の認定」とは、保護者それぞれが就労（月４８時間以上）や傷病などの理由により自宅で保育ができないことをいいます。 

   無償化の対象となるためには、住民票のある自治体から「保育の必要性の認定」を事前に受ける必要があります   

＊６. 補助額の月額上限は、利用日数×４５０円又は１１，３００円のいずれか低い方となります。 

＊７. 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。認可外保育施設とは、一般

的な認可外保育施設、東京都認証保育所、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等を指します。   

＊８. 企業主導型保育事業においては、無償化の手続を施設で行い、標準的な利用料の金額が減額されます。 

＊９. 府中市に住民票がある方
かた

で、東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている認可外保育施設と 

月１２０時間以上の利用契約をしている児童の保護者が対象となります。 

 

 

 

入園料補助金 

３０，０００円（＊３） 

幼児教育・保育の無償化 
（＊４） 

保育料が無償 

新制度移行園（＊２） 新制度未移行園（＊２） 

幼稚園の利用に加えて「幼稚園の預かり保育」を 

利用する場合 

「保育の必要性の認定」が

ある（＊５） 

「保育の必要性の認定」が

ない（＊５） 

無償化対象（＊６） 無償化対象外 

「保育の必要性の認定」が

ある（＊５） 
「保育の必要性の認定」が

ない（＊５） 

幼児教育・保育の無償化（＊４） 

保育料が 

月額上限３２，０００円無償 

（市からの上乗せ分を含む） 

★無償化対象 

保育料が無償 

月額上限３７，０００円（＊８） 

無償化対象外 

児童一人当たりの 

月額助成額 

 

 ★３７，０００円 

☆２０，０００円 

＝５７，０００円 

☆認可外保育施設等利用者保育料助成金 

月額２０，０００円（＊９） 

児童一人当たりの 

月額助成額 

 

☆２０，０００円 


